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(54)【発明の名称】 管腔縦断面再現装置

(57)【要約】
【課題】  超音波装置により、頸動脈の縦断面データを
簡便に得る。
【解決手段】  本発明の管腔縦断面再現装置は、検査対
象接触面から超音波を送信すると共に被検出部位で反射
した超音波を検査対象接触面にて受信する超音波送受信
器と、超音波送受信器で受信した超音波を基に被検出部
位の画像を再現する画像処理装置とを備え、超音波送受
信器の検査対象接触面が接触できる表面部位の下にある
管腔の縦断面画像を再現する。更に、超音波送受信器を
管腔の略中心の軸に沿い移動したときに複数の時点にお
いて得られる各画像データから管腔の複数の横断面画像
を抽出する手段と、それら横断面画像の各々にて検査対
象接触面に垂直な方向の管径を確定する手段と、それら
横断面画像を基に管腔の三次元画像を作成する手段と、
三次元画像から、それら横断面画像の各々にて確定され
た管径の全てを通過する、管腔縦断面画像を得る手段と
を、備えることを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  検査対象接触面から超音波を送信すると
共に被検出部位で反射した超音波を上記検査対象接触面
から受信する超音波送受信器と、上記超音波送受信器で
受信した超音波をもとに上記被検出部位の画像を再現す
る画像処理装置とを備え、上記超音波送受信器の検査対
象接触面が接触できる表面部位の下にある管腔の縦断面
の画像を再現する管腔縦断面再現装置であって、
上記超音波送受信器を上記管腔の略中心の軸に沿って移
動したときに複数の時点において得られる画像データか
ら上記管腔の複数の横断面画像を抽出する手段と、
抽出された横断面画像の各々につき、検査対象接触面に
垂直な方向の管径を確定する手段と、
上記の抽出された横断面画像をもとに上記管腔の三次元
画像を作成する手段と、
上記三次元画像から、上記の抽出された横断面画像の各
々にて確定された管径の、全てを通過する、管腔縦断面
画像を得る手段とを、備えたことを特徴とする管腔縦断
面再現装置。
【請求項２】  検査対象接触面から超音波を送信すると
共に被検出部位で反射した超音波を上記検査対象接触面
から受信する超音波送受信器と、上記超音波送受信器で
受信した超音波をもとに上記被検出部位の画像を再現す
る画像処理装置とを備え、上記超音波送受信器の検査対
象接触面が接触できる表面部位の下にある管腔の縦断面
の画像を再現する管腔縦断面再現装置であって、
上記超音波送受信器を上記管腔の略中心の軸に沿って移
動したときに複数の時点にて得られる画像データの各々
において、上記検査対象接触面に垂直で且つ上記管腔の
略中心の軸とほぼ直交する軸と交叉する複数の位置であ
って、上記検査対象接触面に近い管腔外周位置及び内周
位置と上記検査対象接触面から離れた管腔外周位置及び
内周位置とを特定する手段と、
各画像データについて特定された、上記検査対象接触面
に近い管腔外周位置及び内周位置と上記検査対象接触面
から離れた管腔外周位置及び内周位置を連続的に繋ぎ、
上記管腔中心軸に沿った縦断面画像を得る手段とを備え
たことを特徴とする管腔縦断面再現装置。
【請求項３】  上記管腔縦断面画像を表示する手段を備
えたことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の管
腔縦断面再現装置。
【請求項４】  上記検査対象接触面に近い管腔外周位置
及び内周位置から当該位置における壁厚を求める共に、
上記検査対象接触面から離れた管腔外周位置及び内周位
置から当該位置における壁厚を求める手段を備えたこと
を特徴とする請求項２又は請求項３に記載の管腔縦断面
再現装置。
【請求項５】  上記壁厚を表示する手段を備えたことを
特徴とする請求項４に記載の管腔縦断面再現装置。
【請求項６】  検査対象接触面から超音波を送信すると*
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*共に被検出部位で反射した超音波を上記検査対象接触面
から受信する超音波送受信器と、上記超音波送受信器で
受信した超音波をもとに上記被検出部位の画像を再現す
る画像処理装置とを備え、上記超音波送受信器の検査対
象接触面が接触できる表面部位の下にある管腔の縦断面
の画像を再現する管腔縦断面再現装置において、
上記超音波送受信器を上記管腔の略中心の軸に沿って移
動したときに複数の時点において得られる画像データか
ら、上記管腔の複数の横断面画像が抽出されて所定の記
録部に格納されると、
抽出された横断面画像の各々につき、検査対象接触面に
垂直な方向の管径を確定し、
上記の抽出された横断面画像をもとに上記管腔の三次元
画像を作成し、
上記三次元画像から、上記の抽出された横断面画像の各
々にて確定された管径の、全てを通過する、管腔縦断面
画像を得ることを特徴とする、上記管腔縦断面再現装置
にて稼動するコンピュータプログラム。
【請求項７】  検査対象接触面から超音波を送信すると
共に被検出部位で反射した超音波を上記検査対象接触面
から受信する超音波送受信器と、上記超音波送受信器で
受信した超音波をもとに上記被検出部位の画像を再現す
る画像処理装置とを備え、上記超音波送受信器の検査対
象接触面が接触できる表面部位の下にある管腔の縦断面
の画像を再現する管腔縦断面再現装置において、
上記超音波送受信器を上記管腔の略中心の軸に沿って移
動したときに複数の時点にて得られる画像データの各々
において、上記検査対象接触面に垂直で且つ上記管腔の
略中心の軸とほぼ直交する軸と交叉する複数の位置であ
って、上記検査対象接触面に近い管腔外周位置及び内周
位置と上記検査対象接触面から離れた管腔外周位置及び
内周位置とを特定し、
各画像データについて特定された、上記検査対象接触面
に近い管腔外周位置及び内周位置と上記検査対象接触面
から離れた管腔外周位置及び内周位置を連続的に繋ぎ、
上記管腔中心軸に沿った縦断面画像を得ることを特徴と
する、上記管腔縦断面再現装置にて稼動するコンピュー
タプログラム。
【請求項８】  上記検査対象接触面に近い管腔外周位置
及び内周位置から当該位置における壁厚を求める共に、
上記検査対象接触面から離れた管腔外周位置及び内周位
置から当該位置における壁厚を求めることを特徴とす
る、請求項６又は請求項７に記載のコンピュータプログ
ラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、管腔縦断面再現装
置に関する。特に、本発明は、血管壁肥厚度（例えば、
頸動脈壁肥厚度）の測定に適した管腔縦断面再現装置に
関する。
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【０００２】
【従来の技術】頸動脈動脈硬化病変は、非侵襲的に頻回
計測可能であり、冠動脈疾患や脳梗塞などの動脈硬化疾
患の予知因子として、また治療効果の判定において、必
須となりつつある。
【０００３】ところが、現状においては、計測には熟達
した医師或いは検査技師が必要とされる。然も、計測術
者間の計測における差違も、無視できるものではないと
されている。
【０００４】更に、対象とされるべき、高脂血症、高血
圧、若しくは糖尿病などの生活習慣病患者は、極めて多
数であり、例えば日本においても潜在的に数千万人存在
すると言われる。かような環境下では、頸動脈動脈硬化
病変の計測は、簡易性及び安定性を備えるべきものが望
ましいことは、明白である。
【０００５】上述にて一端を示したように、頸動脈動脈
硬化病変の計測技術は解決すべき課題を多く抱えてい
る。
【０００６】特許第２８８９５６８号では、上記問題点
を踏まえた頸動脈血管膜厚測定装置が開示される。該装
置の概要について、以下説明する。
【０００７】（システム構成）図６は、特許第２８８９
５６８号で示される、頸動脈血管内膜中膜複合厚さ（Ｉ
ｎｔｉｍａ－Ｍｅｄｉａ  Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ；以下、
ＩＭＴと称する。）を測定する測定システム２の概略構
成図である。図６に示すように、本システム２の小型リ
ニア型超音波装置４は、パーソナルコンピュータ程度の
大きさを有する。超音波プローブの周波数は高いほど距
離の分解能が増してくるが、あまり高過ぎると減衰が大
きく深部にまで達することができない。そこで、頸動脈
の位置を考慮して、この超音波装置４においては、７．
５ＭＨｚ～１０ＭＨｚのリニアプローブ（超音波送受信
器）６が使用されている。また、距離分解能は、プロー
ブ周波数波長の１／２が理論上の限界値であるため、音
速を１，５００ｍ／秒とすればほぼ０．１ｍｍまで測定
することができる。
【０００８】また、この超音波装置４には、フォトアイ
ソレータ８によりフォトアイソレーションされたデジタ
ル出力ボード１０が取り付けられる。このボード１０に
より、前記超音波送受信器（プローブ）６よりデジタル
データとして読み込む画像を、デジタルデータのまま出
力することができる。更に、超音波装置４と後述するパ
ーソナルコンピュータ（画像処理装置）１２とがフォト
アイソレーションされていることにより、医療用として
の安全性が確保されている。
【０００９】パーソナルコンピュータ（画像処理装置）
１２は、汎用のパーソナルコンピュータであり、画像処
理を行うために十分なメモリが搭載されている。また、
パーソナルコンピュータ（画像処理装置）１２にはハー
ドディスクが備えられており、ハードディスクには、Ｉ
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ＭＴ計測ソフトウェア、評価診断ソフトウェア、データ
ベースソフトウェア、プリントアウトソフトウェア、及
びデジタル画像取り込みソフトウェアがインストールさ
れている。
【００１０】また、パーソナルコンピュータ（画像処理
装置）１２には、ＰＣＩバスが装備されており、このＰ
ＣＩバスには、デジタル入力ボード１４が装着される。
このデジタル入力ボード１４は、接続ケーブル１６及び
フォトアイソレータ８を介して前記超音波装置４のデジ
タル出力ボード１０と接続されており、デジタル出力ボ
ード１０から出力されるデータを入力する。このデータ
は、パーソナルコンピュータ（画像処理装置）１２のメ
モリ部に格納される。なお、本システム２においては、
オプションとしてプリンタ１８をパーソナルコンピュー
タ（画像処理装置）１２に接続するようにしてもよい。
このように構成すれば、測定結果をプリントアウトする
ことができる。
【００１１】（ＩＭＴ測定の原理）次に、以上のような
システムを用いて行うＩＭＴ計測の概要を原理に基づい
て説明する。
【００１２】動脈は図７に示すように、内部から内膜、
中膜、外膜と３層に分かれており、病変により内膜また
は中膜の肥大が生じることが知られている。よって、内
膜または中膜の厚さを測定することにより、それぞれの
症状を診断することができる。
【００１３】ここで測定の対象を頸動脈とする。皮膚下
２乃至３ｃｍにある頸動脈は、管径が５ｍｍ程あり、超
音波画像を容易に捕らえやすい位置にある。
【００１４】プローブ（超音波送受信器）６を用いて総
頸動脈に超音波を発射すると、超音波は、組織の密度変
化がある部位で反射されてくるため、内膜の部位、また
外膜の部位でより強く反射される。図８にこのようなプ
ローブ（超音波送受信器）６及び超音波画像の、イラス
ト化された例を示す。超音波装置４のディスプレイに
は、超音波画像で反射が強い部位は画面上輝度が高く表
される。従って、血管の任意の管径を貫く方向でこの輝
度変化を測定すれば、その管径に係る内膜と中膜の厚さ
を測定することができる。
【００１５】しかしながら、輝度変化をディスプレイ上
で目視で測定し、その測定結果から内膜と中膜の厚さ
を、例えば０．１ｍｍの精度で求めるのは極めて困難な
作業である。特に、血管は直管形状ではなく、微妙に蛇
行する形状を有しているため、血管の壁面に対して垂直
な方向を目視によって見極めて精度の良い測定を行うこ
とは、略不可能である。
【００１６】そこで、特許第２８８９５６８号では、ま
ず超音波装置４により頸動脈の縦断面静止画をデジタル
データとして読み取り、デジタルデータのままパーソナ
ルコンピュータ（画像処理装置）１２に取り込む。そし
て、輝度値のピーク値を数値解析により求めて前記輝度
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変化の測定を行うようにしている。更に、前記輝度変化
の測定結果に基づき、血管の径方向における内膜と外膜
の壁面位置を、血管の長手方向の複数位置で確定し、血
管の長手方向位置の関数として表される内膜と外膜の壁
面位置の回帰曲線の接線を求めることにより、血管の壁
面に対して垂直な方向にて精度良く内膜と中膜の厚さを
測定するように構成している。
【００１７】ここで、頸動脈の縦断面静止画は、頸動脈
血管の（内膜と中膜の厚さからなる）肥厚度を確認する
ためには、最も有用な情報である。
【００１８】上記発明における装置は、測定が簡便であ
り、且つ計測のばらつきが無い、など極めて有用であ
る。しかし、特に、縦断面の静止画を得るためにはやは
り検査熟達者の技術が必要とされる、という問題点が未
だ存在する。
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、超音波装置
により、頸動脈の縦断面データを簡便に得ることを目的
とする。
【００２０】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記の目的を
達成するために為されたものである。本発明に係る請求
項１に記載の管腔縦断面再現装置は、検査対象接触面か
ら超音波を送信すると共に被検出部位で反射した超音波
を上記検査対象接触面から受信する超音波送受信器と、
上記超音波送受信器で受信した超音波をもとに上記被検
出部位の画像を再現する画像処理装置とを備え、上記超
音波送受信器の検査対象接触面が接触できる表面部位の
下にある管腔の縦断面の画像を再現する管腔縦断面再現
装置であって、上記超音波送受信器を上記管腔の略中心
の軸に沿って移動したときに複数の時点において得られ
る画像データから上記管腔の複数の横断面画像を抽出す
る手段と、抽出された横断面画像の各々につき、検査対
象接触面に垂直な方向の管径を確定する手段と、上記の
抽出された横断面画像をもとに上記管腔の三次元画像を
作成する手段と、上記三次元画像から、上記の抽出され
た横断面画像の各々にて確定された管径の、全てを通過
する、管腔縦断面画像を得る手段とを、備えたことを特
徴とする。
【００２１】本発明に係る請求項２に記載の管腔縦断面
再現装置は、検査対象接触面から超音波を送信すると共
に被検出部位で反射した超音波を上記検査対象接触面か
ら受信する超音波送受信器と、上記超音波送受信器で受
信した超音波をもとに上記被検出部位の画像を再現する
画像処理装置とを備え、上記超音波送受信器の検査対象
接触面が接触できる表面部位の下にある管腔の縦断面の
画像を再現する管腔縦断面再現装置であって、上記超音
波送受信器を上記管腔の略中心の軸に沿って移動したと
きに複数の時点にて得られる画像データの各々におい
て、上記検査対象接触面に垂直で且つ上記管腔の略中心
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の軸とほぼ直交する軸と交叉する複数の位置であって、
上記検査対象接触面に近い管腔外周位置及び内周位置と
上記検査対象接触面から離れた管腔外周位置及び内周位
置とを特定する手段と、各画像データについて特定され
た、上記検査対象接触面に近い管腔外周位置及び内周位
置と上記検査対象接触面から離れた管腔外周位置及び内
周位置を連続的に繋ぎ、上記管腔中心軸に沿った縦断面
画像を得る手段とを備えたことを特徴とする。
【００２２】本発明に係る請求項３に記載の管腔縦断面
再現装置は、上記管腔縦断面画像を表示する手段を備え
たことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の管腔
縦断面再現装置である。
【００２３】本発明に係る請求項４に記載の管腔縦断面
再現装置は、上記検査対象接触面に近い管腔外周位置及
び内周位置から当該位置における壁厚を求める共に、上
記検査対象接触面から離れた管腔外周位置及び内周位置
から当該位置における壁厚を求める手段を備えたことを
特徴とする請求項２又は請求項３に記載の管腔縦断面再
現装置である。
【００２４】本発明に係る請求項５に記載の管腔縦断面
再現装置は、上記壁厚を表示する手段を備えたことを特
徴とする請求項４に記載の管腔縦断面再現装置である。
【００２５】本発明に係る請求項６に記載のコンピュー
タプログラムは、検査対象接触面から超音波を送信する
と共に被検出部位で反射した超音波を上記検査対象接触
面から受信する超音波送受信器と、上記超音波送受信器
で受信した超音波をもとに上記被検出部位の画像を再現
する画像処理装置とを備え、上記超音波送受信器の検査
対象接触面が接触できる表面部位の下にある管腔の縦断
面の画像を再現する管腔縦断面再現装置において、上記
超音波送受信器を上記管腔の略中心の軸に沿って移動し
たときに複数の時点において得られる画像データから、
上記管腔の複数の横断面画像が抽出されて所定の記録部
に格納されると、抽出された横断面画像の各々につき、
検査対象接触面に垂直な方向の管径を確定し、上記の抽
出された横断面画像をもとに上記管腔の三次元画像を作
成し、上記三次元画像から、上記の抽出された横断面画
像の各々にて確定された管径の、全てを通過する、管腔
縦断面画像を得ることを特徴とする、上記管腔縦断面再
現装置にて稼動するコンピュータプログラムである。
【００２６】本発明に係る請求項７に記載のコンピュー
タプログラムは、検査対象接触面から超音波を送信する
と共に被検出部位で反射した超音波を上記検査対象接触
面から受信する超音波送受信器と、上記超音波送受信器
で受信した超音波をもとに上記被検出部位の画像を再現
する画像処理装置とを備え、上記超音波送受信器の検査
対象接触面が接触できる表面部位の下にある管腔の縦断
面の画像を再現する管腔縦断面再現装置において、上記
超音波送受信器を上記管腔の略中心の軸に沿って移動し
たときに複数の時点にて得られる画像データの各々にお
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7
いて、上記検査対象接触面に垂直で且つ上記管腔の略中
心の軸とほぼ直交する軸と交叉する複数の位置であっ
て、上記検査対象接触面に近い管腔外周位置及び内周位
置と上記検査対象接触面から離れた管腔外周位置及び内
周位置とを特定し、各画像データについて特定された、
上記検査対象接触面に近い管腔外周位置及び内周位置と
上記検査対象接触面から離れた管腔外周位置及び内周位
置を連続的に繋ぎ、上記管腔中心軸に沿った縦断面画像
を得ることを特徴とする、上記管腔縦断面再現装置にて
稼動するコンピュータプログラムである。
【００２７】本発明に係る請求項８に記載のコンピュー
タプログラムは、上記検査対象接触面に近い管腔外周位
置及び内周位置から当該位置における壁厚を求める共
に、上記検査対象接触面から離れた管腔外周位置及び内
周位置から当該位置における壁厚を求めることを特徴と
する、請求項６又は請求項７に記載のコンピュータプロ
グラムである。
【００２８】
【発明の実施の形態】以下において、図面を参照しつつ
本発明に係る好適な実施の形態を説明する。
【００２９】≪第１の実施の形態≫本発明の第１の実施
の形態に係る管腔縦断面再現装置は、従来技術として図
６にて示した測定システム２と略同じ構成を備える。特
に、全体構成に含まれるハードウエアにおいては同様の
ものが利用され、唯、パーソナルコンピュータ（画像処
理装置）１２の備えるハードディスクにインストールさ
れるソフトウエアに差異が存するのみ、である。従っ
て、以下では差異を中心に述べることとする。
【００３０】上述の従来技術においては、プローブ（超
音波送受信器）６の長手方向を血管の中心軸となるべく
平行に設定して、縦断像の超音波画像を得ようとする
（図８参照）。一方、本発明においては、図５（ａ）
（ｂ）に示すように、プローブ（超音波送受信器）６の
長手方向を血管の中心軸と直交させて設定し、横断像の
超音波画像を得る。
【００３１】また、上述の従来技術の測定システムは、
縦断像を「一つ」（乃至数個）得るのみであるが、本発
明は、微小間隔おきの頸動脈横断面を、連続して多数得
る。その微小間隔は、例えば０．１ｍｍである。
【００３２】本発明の第１の実施の形態に係る管腔縦断
面再現装置に含まれるパーソナルコンピュータ（画像処
理装置）１２には、常時、超音波画像のデジタルデータ
が送られているから、微小の単位時間おきに、該デジタ
ルデータをメモリ部（即ち、ハードディスク）に刻々格
納するように制御することは、容易である。本発明にお
いては、プローブ（超音波送受信器）６により採取され
る画像データ平面が頸動脈と略直交するようにし、且つ
プローブ（超音波送受信器）６の長手軸がプローブ（超
音波送受信器）６の走査方向と直交するようにして、プ
ローブ（超音波送受信器）６を皮膚面にて、所定距離で
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所定時間（且つ一定速度で）、並進走査させる。これら
の、
・プローブ（超音波送受信器）６の並進速度、及び
・デジタルデータをハードディスクに格納する時間間隔
単位
を調整することにより、上記の「０．１ｍｍ」間隔おき
の多数の横断面を得ることが容易に可能になる。
【００３３】例えば、パーソナルコンピュータ（画像処
理装置）１２では、１０－２秒おきに画像データが連続
して格納されるとする。このとき、「ｔ」ｃｍの距離に
て「ｔ」秒間でプローブ（超音波送受信器）６を並進走
査させると、結果として、並進方向軸において０．１ｍ
ｍおきの横断面が得られることになる。
【００３４】上述の「ｔ」ｃｍの距離にて「ｔ」秒間で
プローブ（超音波送受信器）６を並進させる並進手段
は、特別に限定されるものではない。
【００３５】ところで、第１の実施の形態に係る管腔縦
断面再現装置は、最終的に頸動脈垂直縦断像を得るため
の装置であるが、頸動脈垂直縦断像では肥厚度（内膜と
中膜の厚さ）をより明確に示すことが最重要視されると
考えられる。従って、頸動脈垂直縦断像が動脈走行方向
に多少の歪みを有していても決定的な問題点となるわけ
ではなく、よって、上記並進手段は厳密に正確な並進速
度（１ｃｍ／秒）を備える必要がある、というものでは
ない。プローブ（超音波送受信器）６が手動により略一
定の速度（１ｃｍ／秒）で並進される、というものであ
ってもよい。
【００３６】図１は、プローブ（超音波送受信器）６が
その検査対象接触面を皮膚面に接触させながら並進し
て、頸動脈横断面の超音波画像データを採取する様子を
示す。図にて、プローブ（超音波送受信器）６は左から
右へと進む。Ｄ１、Ｄ２、及びＤ３は、採取対象の横断
面の一部である。図２（ａ）（ｂ）では、頸動脈と横断
面（Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３）像との関係を示し、図３では、
それらＤ１、Ｄ２、及びＤ３での、画像を示す。
【００３７】上記のようにしてパーソナルコンピュータ
（画像処理装置）１２のハードディスクに多数格納され
た、頸動脈横断面の超音波画像データを基にして、頸動
脈縦断面が作成される。
【００３８】図４は、第１の実施の形態の管腔縦断面再
現装置の、パーソナルコンピュータ（画像処理装置）１
２における頸動脈縦断面の作成の概略フロー図である。
【００３９】（図４）ステップＳ０４においては、パー
ソナルコンピュータ（画像処理装置）１２のハードディ
スクに格納された頸動脈横断面の超音波画像データの各
々に関して、管径が確定される。ここでの「管径」は、
図２（ｂ）及び図３に示されるように、プローブ（超音
波送受信器）６の検査対象接触面と垂直方向のもの（Ｌ
１、Ｌ２、及びＬ３）である。
【００４０】続いて（図４）ステップＳ０６にて、パー
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9
ソナルコンピュータ（画像処理装置）１２のハードディ
スクに格納された複数の頸動脈横断面データを利用し
て、既存の技術に基づき、頸動脈の３次元像が再構築さ
れる。この頸動脈３次元像の再構築では、例えば、特開
平５－１３７７２８号に開示されるような既存技術が利
用され得る。
【００４１】次に（図４）ステップＳ０８において、再
構築された頸動脈の３次元像が、ステップＳ０４で確定
された管径の全てを繋ぐ一つの面で縦断されて、求める
縦断像が抽出される。
【００４２】図２（ｃ）及び（ｄ）に、縦断面画像の抽
出の様子の例を示す。
【００４３】頸動脈は皮膚面に略平行に走行するが、直
管状ではなく微妙な曲がりを有する。従って、プローブ
（超音波送受信器）６の発する超音波による測定平面に
よって、一回のみの測定で直接に頸動脈の縦断面を採取
しようとしても、図２（ｃ’）及び（ｄ’）の如く、管
断面の直径を殆ど含まない縦断面（のデータ）しか得ら
れないことが多い。この点、本発明により形成される縦
断面は、管径に沿う画像データのみから構成されてい
る。
【００４４】≪第２の実施の形態≫本発明の第２の実施
の形態に係る管腔縦断面再現装置は、第１の実施の形態
と同様に、従来技術として図６にて示した測定システム
と略同じ構成を備える。更に、全体構成に含まれるハー
ドウエアにおいても同様のものが利用され、唯、パーソ
ナルコンピュータ（画像処理装置）１２の備えるハード
ディスクにインストールされるソフトウエアに差異が存
するのみである。従って以下においても、差異を中心に
述べることとする。
【００４５】本発明の第２の実施の形態においても、図
５（ａ）（ｂ）に示すように、プローブ（超音波送受信
器）６の長手方向を血管の中心軸と直交させて設定し、
横断像の超音波画像を得る。更に、微小間隔（例えば、
０．１ｍｍおき）の頸動脈横断面を連続して多数得よう
とする。
【００４６】本発明の第２の実施の形態に係る管腔縦断
面再現装置に含まれるパーソナルコンピュータ（画像処
理装置）１２にも、常時、超音波画像のデジタルデータ
が送られているから、第１の実施の形態と同様に、微小
の単位時間おきに該デジタルデータをメモリ部（即ち、
ハードディスク）に刻々格納するように、容易に制御さ
れ得る。従って、プローブ（超音波送受信器）６により
採取される画像データ平面が頸動脈と略直交するように
し、且つプローブ（超音波送受信器）６の長手軸がプロ
ーブの走査方向と直交するようにして、プローブ（超音
波送受信器）６を皮膚面にて、所定距離で所定時間（且
つ一定速度で）、並進走査させるならば、これらの、・
プローブ（超音波送受信器）６の並進速度、及び・デジ
タルデータをハードディスクに格納する時間間隔単位を
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調整することにより、上記の微小間隔（例えば、０．１
ｍｍ間隔）おきの多数の横断面を得ることが可能にな
る。
【００４７】第２の実施の形態に係る管腔縦断面再現装
置も、プローブ（超音波送受信器）６が手動により略一
定の速度で並進される、というものであってもよい。
【００４８】第２の実施の形態に係る管腔縦断面再現装
置においても、プローブ（超音波送受信器）６がその検
査対象接触面を皮膚面に接触させながら並進して、頸動
脈横断面の超音波画像データを採取する。図１はその様
子を示し、図にてプローブ（超音波送受信器）６は左か
ら右へと進む。Ｄ１、Ｄ２、及びＤ３は、採取対象の横
断面の一部である。図２（ａ）（ｂ）では、頸動脈と横
断面（Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３）像との関係を示し、図３で
は、それらＤ１、Ｄ２、及びＤ３での、画像を示す。
【００４９】上記のようにしてパーソナルコンピュータ
（画像処理装置）１２のハードディスクに多数格納され
た、頸動脈横断面の超音波画像データを基にして、頸動
脈縦断面が作成される。
【００５０】図９は、第２の実施の形態に係る管腔縦断
面再現装置の、パーソナルコンピュータ（画像処理装
置）１２における頸動脈縦断面の作成の概略フロー図で
ある。
【００５１】（図９）ステップＳ２４においては、パー
ソナルコンピュータ（画像処理装置）１２のハードディ
スクに格納された頸動脈横断面の超音波画像データの各
々に関して、管径を通る軸が確定される。ここでの「管
径を通る軸」は、図２（ｂ）及び図３に示されるよう
に、プローブ（超音波送受信器）６の検査対象接触面と
垂直方向のもの（Ｌ１、Ｌ２、及びＬ３）である。更
に、その軸上にて、外周位置及び内周位置を特定する。
【００５２】ここでの内周位置とは、頸動脈の内膜の内
壁位置であり、外径位置とは、頸動脈の外膜の内壁位置
である。つまり、それら内周位置及び外周位置を特定す
ることにより、頸動脈動脈硬化病変において重要な因子
であるＩＭＴ（Ｉｎｔｉｍａ－Ｍｅｄｉａ  Ｔｈｉｃｋ
ｎｅｓｓ，内膜中膜複合厚さ、頸動脈肥厚度）を把握す
ることができる。
【００５３】さらに、上記の外周位置及び内周位置に
は、検査対象接触面に近い管腔外周及び内周位置と、検
査対象接触面から離れた管腔外周及び内周位置とが、含
まれる。これらの外周位置及び内周位置の求め方は、特
許２８８９５６８号に一例が示されるが、様々存在す
る。例えば、まずデジタルの画像データの輝度値の移動
平均値に基づいて基準位置を算出し、基準位置から血管
の管壁部方向に向かって所定のピクセル範囲内における
輝度値の極大値及び極小値を求め、それら極大値及び極
小値に基づいて、上記の外周位置及び内周位置が算出さ
れ得る。
【００５４】即ち、検査対象接触面から離れた管腔外周
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及び内周位置を算出しようとする場合ならば、
・移動平均による輝度値増加分が所定値を超える境界位
置を、低輝度超音波反射基準位置とする基準位置算出手
段と、
・前記低輝度超音波反射基準位置から管壁部方向に向か
って所定のピクセルの範囲内で、最大ピーク値とその位
置を算出すると共に、当該位置から前記基準位置に向か
って第２のピーク値とその位置を算出するピークデータ
算出手段と、
・前記第２のピーク位置から前記基準位置に向かって輝
度値の変化が減から増に転じる位置を内周位置として算
出する内周位置算出手段と、
・前記第２のピーク値と最大ピーク値との間の輝度極小
値の位置と、前記最大ピーク値の位置との間に、外周位
置を算出する外周位置算出手段とによって、算出され
る。
【００５５】続いて（図９）ステップＳ２６にて、上記
の外周位置及び内周位置に係るデータを、表示装置にて
微小間隔を隔てて連続して配置するものとし、配置後同
種の外周及び内周位置データを連続的に適宜繋ぎ、よっ
て、縦断面像を構築する。上記の同種の外周及び内周位
置は、例えば、各点の位置データが適宜考慮に入れられ
た回帰曲線により、繋ぐことができる。
【００５６】図２（ｃ）及び（ｄ）に、縦断面画像の抽
出の様子の例を示す。
【００５７】以上から明らかなように、第２の実施の形
態に係る管腔縦断面再現装置においても、第１の実施の
形態に係る管腔縦断面再現装置と同様に、形成される縦
断面は、管径に沿う縦断面画像データのみから構成され
ている。
【００５８】≪その他の実施の形態≫本発明による測定
対象は、頸動脈に限定されない。大腿動脈も測定対象と
することができる。更に、血管に限定されるものでもな
く、遮断物により直接に見ることができない管状のもの
を、本発明による測定対象とすることができる。
【００５９】
【発明の効果】本発明を利用することにより、血管の肥
厚度を確認するには最も有用な情報である頸動脈の縦断*

12
*面静止画データを、動脈の走行に沿ってプローベを走査
する、という簡便な操作により、より鮮明なものとして
得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  プローブ（超音波送受信器）が、その検査対
象接触面を皮膚面に接触させながら並進して、頸動脈横
断面の超音波画像データを採取する様子を示す透視斜視
図である。
【図２】  頸動脈と横断面（Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３）像との
関係を示す斜視図（（ａ）（ｂ））と、求める頸動脈縦
断面画像の一例（（ｃ）（ｄ））と、従来技術の頸動脈
縦断面画像の例（（ｃ’）（ｄ’））とである。
【図３】  本発明の管腔縦断面再現装置の採取対象であ
る、頸動脈横断面の一部の例である。
【図４】  本発明の第１の実施の形態に係る管腔縦断面
再現装置を構成するパーソナルコンピュータ（画像処理
装置）における、頸動脈縦断面の作成の概略のフローチ
ャートである。
【図５】  本発明における、プローブ（超音波送受信
器）と測定対象たる頸動脈との関係を示す概略図であ
る。
【図６】  従来技術の頸動脈血管内膜中膜複合厚さ測定
システムと、本発明に係る管腔縦断面再現装置との、全
体構成を示すブロック図である。
【図７】  動脈の構成を示す横断面図の一部である。
【図８】  従来技術における、プローブ（超音波送受信
器）と測定対象たる頸動脈との関係を示す概略図であ
る。
【図９】  本発明の第２の実施の形態に係る管腔縦断面
再現装置を構成するパーソナルコンピュータにおける、
頸動脈縦断面の作成の概略のフローチャートである。
【符号の説明】
４・・・超音波装置、
６・・・プローブ（超音波送受信器）、
１２・・・パーソナルコンピュータ（画像処理装置）、
Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３・・・頸動脈横断面、
Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３・・・超音波方向直径。

【図３】 【図５】 【図７】
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